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農協の現段階的特性と
その改革の課題と論点

〔要　　　旨〕

１　協同組合セクターの一翼を占める日本の農協の現段階は，グローカリズム（グローバル
化とローカル化の複合化による新しい協同・共生の原理）の視角から主体的条件整備のための
改革が大きな課題である。

２　そのためには，ＩＣＡの21世紀の協同組合原則をふまえて，①協同組合らしい農協の理
念・原則の鮮明化と，②現実の農協運動の実践の中での理念・原則の具体化，さらに③そ
の理念・原則を基準として実践をチェックしてゆく，３つの側面からの理念・原則重視の
改革が求められている。

３　協同組合らしい農協の組織力強化に向けての改革は，「21世紀の協同組合原則」ならび
に「ＪＡ綱領」を踏まえて，組合員の組織的活動を再評価し，強化することが今日的課題
である。すなわち，現段階は法制度改革に焦点があるのではなく，「組合員組織の機能充
実」が戦略的にきわめて重要である。

４　農協の事業は，組合員組織活動の活性化を土台に，協同組合らしい理念・原則を明確化
しつつ，Plan（計画）― Do（実践）― See（見直し）に取り組み，「規模の経済」と「範
囲の経済」の相乗効果が発揮可能な事業活動力強化の改革が求められている。

５　農協トップ役員の経営管理面では，組合員間の水平的結集と農協への組合員の垂直的結
集を図るため，「組合員組織」の自発性を重視した協同組織活動の支援方策の拡充，並び
に戦略的構想と計画の創造力，実行力，決断力，危機管理能力等の高度化への改革が求め
られている。

６　全国・都道府県の農協連合組織と単位農協を含め，役職員の人材開発と評価基準を鮮明
にした人事異動・交流・登用が重要である。さらに，農協連合会の子会社化は，組合員並
びに連合会のコントロールの弱体化がコンプライアンス等に違反する問題を引き起こすケ
ースもみられ，財務面のみでなく組合員志向の運営管理視点からの評価基準を導入し，厳
正な内部監査体制の整備に向けての改革が課題である。

７　農協中央会は，政策要求運動を通じた不公正さの是正や公益性強化への取り組みを優先
すべき課題と，農協やその事業連自体が事業改革で克服すべき優先課題との区別や政策当
局との立場の相違を明示した農協運動の方向付け，さらに，新規組合長など常勤役員の協
同組合教育ならびに若い世代の組合員教育等が重要である。また，現段階は，農協中央会
の法制度のあり方を問題にする以前に，機能充実への改革が優先されるべきである。

白 石 正 彦
＜東京農業大学国際食料情報学部教授＞
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21世紀社会は，グローバリズムとローカ

リズムの両潮流が進展している。このうち，

前者のグローバリズムの進展は，市場経済

先導の競争原理を主軸にしてＩＴの進展に

よる地球規模の情報の共有化や高度な技術

革新，人的交流の促進，国連，WTOなど

を通じた国際的政策の枠組みなどプラスの

側面だけでなく，温暖化・砂漠化・海面の

上昇など地球の生命を脅かす環境破壊，市

場原理主義を思潮とする巨大な投機マネー

ゲームによる実物経済への負の作用，地球

規模での貧富の格差や飽食と飢餓の拡大な

ど，人類と生命の生存を脅かし，地域社会

の人間的連帯を脅かすマイナス局面を随伴

している。

他方，ローカリズムは，スローフード運

動や地産地消運動，コミュニティ再生運動

など人びとの共感や結びつきの強化による

助け合いなど，グローバリズムのマイナス

要因を克服しようとするプラスの側面と同

時に外部環境の急激な変化に対する効果的

な対抗力という面では限界もみられる。

これに対して，協同組合セクターは，ロ

ーカリズムを基調として，グローバリズム

のプラス面を包含した，グローカリズム

（グローバル化とローカル化の複合化による新

しい協同・共生の原理）によって事業体

(Enterprise)を通じて，組合員のニーズと

願いやコミュニティの持続的発展に取り組

みつつある。

すなわち，協同組合セクターは，政府セ

クター並びに営利企業セクターとは異なる

アイデンティティを保持しながら，人的結

合による独自の組織力を土台とした事業経

営の改革が求められている。

協同組合セクターの一翼を占める日本の

農協の現段階的特性は，以上のようなグロ

ーバリズムとローカリズムの両潮流の外部

環境のうねりの中で，グローカリズムの視

角から主体的条件整備のための改革が大き

な課題である。そのためには，第１に，

ICAの21世紀の協同組合原則をふまえて，

理念・原則重視の改革が求められている。

第２に，営利企業セクターは，グローバ

リズムとローカリズムの両潮流の中で，資

本の結合体であり，リスクを伴いつつ最大

限の営利追求を目的として，世界経済全体

をリードするパワーを有しているが，弱肉

強食の競争原理を助長する方向でしか生き
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残りが許されず，コミュニティとの結びつ

きが弱く，効率優先による地球規模での格

差拡大や環境破壊を助長する負の側面を随

伴している。

これに対して，政府セクターは，グロー

バリズムとローカリズムの両潮流の中で，

公正な競争ルールの整備や所得格差・地域

格差の是正，地球規模での飢餓と飽食の矛

盾の是正，環境破壊や食の安全性の危惧へ

の規制強化など制度的インフラ整備の役割

発揮が求められているが，営利企業のマイ

ナス面をタイムリーに規制するには不十分

であり，時には，過小あるいは過度の介入

によるマイナス効果など，政府の失敗も目

立っている。

1995年にコペンハーゲンで開催された

「国連社会開発世界サミット」のためのバ

ックグラウンド・ペーパーは，「協同組合

人の総数は世界で８億人にのぼると推定さ

れ，加えて１億人の人々が協同組合に雇用

されている。･･･協同組合事業によってか

なりの程度生活が保証されている人々の総

数は30億人に達し，これは世界の人口の半

分に相当する」，と述べ，非営利・協同組

織としての協同組合の現代的意義を強調し

ている。

このような協同組合セクターの一翼を担

う日本の農協は，営利企業セクターと政府

セクターなどの外部環境の動向をふまえ

て，グローカリズムの視角から組合員・利

用者の参画・結集による協同組合らしい組

織・事業・経営の改革が求められている。

以上のような問題意識から，日本の農協

の現段階的特性とその改革の課題と論点を

検討してみたい。

戦後日本のGHQ占領下での職能別協同

組合制度の形成過程においては，とくに法

制度面で1937年のICA７原則が影響を及ぼ

しており，1966年のICA６原則は異種・同

種間の協同組合間提携の促進等に影響を及

ぼしている。

さらに1995年のICAの「21世紀の協同組

合原則（協同組合のアイデンティティに関す

るICA声明）」
（注１）

は，協同組合の定義・価値・

７つの原則を内包し，日々の協同組合実践

運動を再点検し，営利企業や政府とは異な

る独自の個性を堅持して行く上で，JA綱

領の制定の契機ともなった。

とくに，協同組合の定義では，①協同組

合の主体が「人びとの自治的な組織（an

autonomous association of persons）」であり，

②その手段である「共同で所有し民主的に

管理する事業体(a jointly-owned and demo-

cratically controlled enterprise)」を通じて，

③その目的とする「共通の経済的，社会的，

文化的なニーズと願い(their common eco-

nomic, social, and cultural needs and aspira-

tions)」をかなえる３つの有機的な関係を

明確にしている。

農協批判の多くが，営利企業を尺度とし

て，協同組合の事業体の側面のみを取り上

げ批判しているが，組合員が農協を組織し，
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１　21世紀の協同組合原則と

JA綱領の意義



運営し，事業利用する有機的結びつきによ

って成立している特性を無視している。

協同組合の価値の明確化は，1992年の

ICA第30回東京大会で集中的に論議され，

1995年の「21世紀の協同組合原則」では，

“協同組合の定義”に続いて“協同組合の

価値”について，自助，自己責任，民主主

義，平等，公正，連帯という協同組合の大

切にする６つの基本的価値を明示し，さら

に協同組合の創設者たちの伝統を継承しつ

つ，正直，公開，社会的責任，他人への配

慮という組合員が大切にする信条である４

つの倫理的価値を明示している。このよう

に協同組合の基本的価値と組合員の倫理的

価値とは，コインの表裏のように結びつけ

て協同組合運動の中核的理念として重視す

ることによって，営利企業や政府とも異な

った個性発揮を喚起している。

農協批判の多くは，このような組合員と

の深い結びつきを無視して，営利企業を見

る同一の視点から皮相的批判が目立ってい

る。建設的な農協批判は，このような協同

組合としての農協の特性を踏まえて，協同

組合運動の体質強化の方向でなされる必要

がある。

さらに，「21世紀の協同組合原則」では，

“７つの協同組合原則”が，協同組合運動

の中核的理念である“協同組合の価値”を

“現実の協同組合実践”の中に注入する架

け橋の役割をもっている。

このため，農協の組合員と役職員による

“現実の協同組合実践”において，“７つの

協同組合原則”を注視し，これらの原則を

常に適用し続けることによって，その結果，

協同組合が大切にする“協同組合の価値”

を体質的に強化し，営利企業とは異なる風

格をもった，協同組合らしい農協だと評価

されるように取り組む必要がある。

７つの協同組合原則のうち，第１原則

（自発的で開かれた組合員制），第２原則（組

合員による民主的管理），第３原則（組合員

の経済的参加）の３つの原則が“組合員と

協同組合の双方向の関係”を明示してい

る。

この視点からみても，多くの農協批判が

この点を無視し，むしろ，農協と組合員の

結びつきをいかに弱体化するかに力を注い

でいると判断せざるをえない。他方，批判

される側の農協と組合員は，これらの原則

の中で明示されている“男女共同参画（ジ

ェンダー）”“計画立案を含む意思形成のプ

ロセスへの組合員参画”“組合員による協

同組合への公正な出資”“資本の民主的管

理”“出資金への制限された利率”“剰余金

の準備金としての積み立て”などを注視し

て，原則志向の体質強化を図ることが大き

な課題である。

７つの協同組合原則のうち，後半部分の

第４原則（自治と自立），第５原則（教育，

研修および広報），第６原則（協同組合間の

協同），第７原則（地域社会への関与）は，

協同組合と組合員の内部的関係と並んで協

同組合と協同組合の外部（政府を含む他の

組織，一般の人びと，特に若い人びとやオピ

ニオンリーダー，国内外の他の協同組合，地

域社会）の関係を保持する場合の原則を明
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示している。

このうち，第４原則（自治と自立）と第

７原則（地域社会への関与）は以前のICA

６原則（1966年採択）にはなかった21世紀

型の原則である。このうち，第４原則では

「協同組合は，組合員が管理する自治的な

自助組織である。」という視点からみると，

規制改革・民間開放会議などの農協批判は

公正さを欠き，弱肉強食の格差社会を助長

し，内発的な自助努力を抑圧しようとする

色彩が濃厚である。この問題への藤谷築次

氏の批判論文は的確である。
（注２）

農協運動のあり方は，公正さを求めて取

り組む農協による農政運動の課題と内発的

に事業改革によって取り組む課題を厳格に

区別し，組合員や一般の人びとにも共感を

呼び起こす方向で，農協と組合員の自助

（自らの努力）を土台に利害関係者（ステー

クホルダー）との持続的関係づくりが大き

な課題である。

第７原則（地域社会への関与）は，「協同

組合は，組合員の承認する政策にしたがっ

て，地域社会の持続可能な発展のために活

動する。」と明示し，営利企業が利潤動機

に基づき事業活動の立地をグローバルに移

動している行動と根本的に異なり，地域社

会に密着し，さらに持続可能な発展のため

に活動する“社会的目的”を鮮明にしてい

る。

「平成18年豪雪」に対してJA共済は日頃

の面識を生かして素早く現場に行き，査定

と支払い対応に取り組み，支払共済金（建

物更正共済）は過去最高の約２万件，約77

億円を支払っているが，新潟県内のある自

治体首長からJA共済連に感謝状を贈呈し

たとの連絡があったと，JA共済連経営管

理委員会の野村弘会長は，他業態と比べて

評価の高い点を強調されている。
（注３）

医療分野

でも戦前の無医村に産業組合が診療所を開

設し，戦後の長野県佐久病院（厚生農協連

合会）の出張診療から全村健康管理の取り

組みは，農村の暮らしの基盤づくりのパイ

オニアとして評価でき，
（注４）

またこのような伝

統の持続の動き（例えばJA北信州みゆきの

診療所の開設）が注目される。

1997年10月の第21回JA全国大会で，「JA

綱領―わたしたちJAのめざすもの―」が

決定された。この前文には，最初に「わた

したちJAの組合員・役職員は，協同組合

運動の基本的定義・価値・原則（自主，自

立，参加，民主的運営，公正，連帯等）に基

づき行動します。」と明示され，JAの組合

員・役職員の運動の土台に「21世紀の協同

組合原則」を位置付け，JAの「組織，事

業・経営革新」を通じて，「より民主的で

公正な社会の実現」を展望している。この

ような協同組合らしい枠組みを明示し，さ

らに，

“わたしたちは，

１　地域の農業を振興し，わが国の食と緑と水を

守ろう。

１　環境・文化・福祉への貢献を通じて，安心し

て暮らせる豊かな地域社会を築こう。

１　JAへの積極的な参加と連帯によって，協同

の成果を実現しよう。

１　自主・自立と民主的運営の基本に立ち，JA

を健全に経営し信頼を高めよう。

１　協同の理念を学び実践を通じて，共に生きが

いを追求しよう。”
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と具体的な実践原則を明示し，農協らしい

社会的役割あるいは社会的使命を果たすこ

とを宣言している。

以上のJA綱領を踏まえ，農協運動ある

いは農協改革の３か年の中期計画として，

2000年の第22回JA全国大会の中心テーマ

は「『農』と『共生』の世紀づくりに向け

たJAグループのとりくみ」，2003年の第23

回JA全国大会は戦略的構想のキーワード

として「『農』と『共生』の世紀づくりを

めざして―JA改革の断行―」，さらに今年

10月予定の第24回JA全国大会組織協議案

（素案）では「食と農を育む活力あるJAづ

くり―『農と共生の世紀』実現のために―」

と「農と共生の世紀」づくり（実現）を一

貫して明示している点は大いに評価した

い。しかし，農協が自己改革を図る上での

この戦略的構想が，農協運動として十分共

有されているとは言い難い。このためには，

第１に，ICAの21世紀の協同組合原則をふ

まえて，①協同組合らしい農協の理念・原

則の鮮明化と，②現実の農協運動の実践の

中での理念・原則の具体化，さらに③その

理念・原則を基準として実践をチェックし

てゆく，３つの側面からの理念・原則重視

の改革が求められている。

（注１）日本協同組合学会訳編（2000）
（注２）藤谷築次（2006）
（注３）農業協同組合新聞（2006）
（注４）島内義行（2005）

『総合農協統計表』（農林水産省）による

と1998年度から2004年度にかけて，農協の

正組合員は534万人から505万人，正組合員

戸数は465万戸から440万戸へと微減傾向に

ある。他方，准組合員は378万人から409万

人へと微増傾向をたどり，准組合員比率は

41.5％から44.7％へと3.2ポイント上昇して

いる。しかも，１組合当たりの平均組合員

数は4,961人から10,017人と２倍となってい

る。

第24回JA全国大会組織協議案（素案）の

関連資料によると，①主業・准主業農家組

合員95万戸，②副業的農家組合員122万人，

③自給的農家組合員77万戸，④土地持ち非

農家110万戸と多様であり，准組合員（非

農家）は327万戸を占めている。

以上のような組織基盤の変容の中で，多

様な組合員が事業活動に参加したくなる

「組織力強化策」が大きな課題である。ＩＴ

化，グローバル化が進展すると同時に，地

産地消などローカルな活動が見直される中

で，グローカリズムの視角から農協の世帯

単位ではなく，個々の組合員とその世帯員

のニーズと願いに焦点を当てた多様な組合

員の地域別・目的別・属性別組織（中間組

織）の改革による，自己実現とコミュニティ

重視の組織活動の活性化が，農協の事業力

や経営力の強化にも連動し，その成果を組

合員と地域社会に還元する方途を展望すべ
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きである。

営農面では，例えば静岡県JAみっかび

の柑橘農家組合員による三ヶ日町柑橘出荷

組合（組合員915人）は1960年に結成され，

三ヶ日みかんのブランド力を持続するため

ルール違反者には除名処分を含む厳しい内

部牽制力を集落段階の支部活動と本部活

動，女性部活動等を組み合わせて持続し，

消費者と市場の三ヶ日みかんへの信頼を保

持し，現時点でも林地の果樹園への転換に

よる造成に取り組んでいる。特に，2001年

からは光センサー選果システム（出荷組合

主導の運営）並びに光センサー選果と連動

したマッピングシステム（品種別・樹齢

別・糖度別樹園地の分布図作成など），気象

観測システム（町内17か所の気象観測装置）

の導入により，農政が焦点を当てて育成し

ようとしている認定農業者のみでなく，地

域コミュニティの持続的発展を重視し，多

様な担い手を包含して生産指導，園地流動

化，農作業受委託の推進に取り組んでい

る。

強調したい点は，営農面の組合員組織の

自立性と運営面における出荷組合員間の仲

間としての信頼感と緊張感を持続する基本

的機能を強化する仕組みの改革が大きな課

題として重視すべきである。

属性別組織としての女性組織について

は，例えば滋賀県JAグリーン近江の女性

部活動は，集落活動およびグループ活動に

重点を置いた組織とし，本部役員は部長・

副部長各１名とし，本部活動の実行委員は

希望者を募り，女性部（名称「キラリ」）自
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らが企画運営し，JA女性部担当職員は補

佐的な役割を果たしている。

この結果，女性部の多様なグループが誕

生し，部員減少に歯止めがかかり，解散し

ていた支部も一部復活している。また，農

協企画の活動にかならず全員がどこかで参

加する旨を申し合わせた結果，活動への参

加者が増えるなど，部員が自主的に参加し

活動できる組織に改革されつつある。
（注５）

農協の組合員数増加運動で注目される動

向として，広島県JA三次（正組合員11,883

人，准組合員6,131人）は，2005年10月から

取り組み，同年度には新規組合員加入実績

が1,700名（目標1,500名）に達しており，加

えて，農業の担い手づくりのための「農業

生産法人の育成」を重視し，2005年度には

３つの集落営農型農業法人へ各500万円以

内の出資をおこなうなど，JAの組織基盤

の活性化に取り組んでいる点である。

このように協同組合らしい農協の組織力

強化に向けての改革は，農協連合組織の推

進方策を超えて，周辺部から内発的に取り

組まれており，このような組織的活動を

「21世紀の協同組合原則」ならびに「JA綱

領」を踏まえて再評価し，強化することが

今日的課題である。すなわち，現段階は法

制度改革に焦点があるのではなく，「組合

員組織の機能充実」への改革が戦略的にき

わめて重要である。

（注５）白石正彦（2006）



農協の事業は「組合員組織活動」活性化

を土台に，協同組合らしい理念・原則を明

確化しつつ，Plan（計画）― Do（実践）―

See（見直し）に取り組み，「規模の経済」

と「範囲の経済」の相乗効果が発揮可能な

事業活動力強化の改革が求められている。

第１に，営農面事業活動力強化の改革に

取り組んでいる先進的事例としては，例え

ば，JAグリーン近江（正組合員数9,595人，

准組合員11,015人）の取り組みが注目される。

すなわち，①環境こだわり農業づくりを基

本理念とし「地域農業戦略」に基づいて，

営農指導員を増員配置し，支店単位にモデ

ル集落を設定し，「出向く営農指導」によ

る集中支援を図っている。

さらに，売り切れる米づくりのための自

然条件を生かした地域別（湖辺，平坦，山

間）の栽培，各支店に「モニター展示圃」

（その地域のモデル田）を設置し，生産者と

営農指導員の協働で品質向上，減農薬・減

化学肥料による環境こだわり米の栽培，ト

レーサビリティシステムによる「とれさ米」

（商標登録済）など消費者の信頼づくりに取

り組んでいる。

②稲作の作目部会（大中の湖ヒノヒカリ

特許栽培生産部会）は「畦畔２回刈り技術」

「額縁別収穫技術」「色彩選別機械利用技術」

を組み合わせてシステム化し，米の大敵で

あるカメムシの害を農薬を使わず防ぐ新農

法（新技術）を開発し，世界で地球環境問

題に貢献する100の技術の１つとして認め

られ，昨年の愛知県で開催された「愛・地

球博」で，「愛・地球賞Global 100 Eco-

tech Awards」を受賞している。

③2001年から始まった，滋賀県環境こだ

わり農産物認証制度など，自治体農政とも

連携し，環境こだわり米カントリーエレベ

ーター（自然乾燥方式，品質や栽培形態ごと

に乾燥・貯留が可能）を導入している点，

このカントリー利用には22組織，約１千人

の部会員が結集し，トレーサビリティに対

応し，パソコンや携帯電話から栽培履歴や

流通情報にアクセスなどが可能である。

④生産資材購買事業における配送業務の

合理化・効率化を図るため，組合員への配

送を運送業者への業務委託に切り替え，年

１億円以上の経費削減に成功している。

⑤2004年度の部門別損益の「農業関連事

業」部門が，営農指導事業費の負担を配賦基

準に基づき賄ったうえで，当部門の税引前

当期利益で8,462万円の黒字となっている。
（注６）

以上のようなグローカリズムを視点とし

た協同組合らしい農協の営農面事業活動改

革の取り組みを大いに評価したい。

第２に，生活面事業活動力強化の改革の

先進的事例としては，例えば，JAいわて

花巻（正組合員１万3,601人，准組合員5,729人）

が注目される。すなわち，産直事業（直売

高は「母ちゃんハウスだぁすこ」などの８億

円），福祉事業（福祉・介護サービスや温泉

付きの施設利用者が年間約３万3,000人），葬

祭事業（協同会社）や多彩な生活文化活動
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による家の光文化賞の受賞などが注目され

るが，とくに，福祉・生活面の資格を取得

した生活・福祉担当のプロ意識をもった職

員による生活文化活動の支援や福祉事業活

動の体制整備を評価したい。

当農協の合併前の花巻市内の旧湯本農協

は，1968年に２か所に「農協幼稚園」を開

設し，77年に幼稚園は学校法人（ゆもと幼

稚園，花巻ささま幼稚園）として独立した

が，その後も学園長には農協組合長等の農

協関係者が就任している点は，次世代づく

りのロマンが感じられる（卒園生は前者が

2,400名，後者が1,100名）。

さらに，2003年からは，当農協の生活推

進部にグリーンツーリズムセンターを置

き，①事業推進体制の強化（農業・農村資

源を生かしたメニューの企画とPRや姉妹都

市・姉妹JAとの交流），②受け入れ体制の整

備（農家民泊の受け入れ体制整備，体験メニ

ューの掘り起こし，体験農園の設置），③推

進組織体制については，行政機関との連携，

受け入れ農家組織の育成等を含む３か年計

画を実践中であり，当農協が受け入れた修

学旅行などでの農家体験者数は2003年

1,518人，2004年1,803人，2005年3,038人と，

着実に増大傾向にある点が注目される。
（注７）

以上のような生活面事業活動の持続的改

革への取り組みを土台に，グリーンツーリ

ズムへの農協の戦略的な取り組みは，グロ

ーカリズムの視点から，将来的には，中

国・韓国など諸外国から観光客受け入れと

双方向の農業・農村生活を体験・学習する

観光交流による異文化間や都市と農村間の

相互信頼を展望でき，これらの取り組みを

大いに評価したい。今後さらに，グリーン

ツーリズムへの農協らしいノウハウの蓄積

が大きな課題である。

第３に，信用・共済事業は，情報システ

ムの整備は進展しているが，協同組合らし

さをふまえ，かつ高い専門的技能を身に付

け，自信をもって組合員とのコミュニケシ

ョンが可能なFPやLAなどの職員養成が大

きな課題である。

さらに，信用事業の貯貸率の低さを改善

してゆくために，「ローンセンター」の土

日開店などと共に，支店（支所）・出張所の

再編と金融移動バンク車の導入による利便

性の拡充，信用業務の管理体制やコンプラ

イアンス体制の整備が大きな課題である。

第４に，連合組織の補完機能は，業態に

よって性格が異なる。信用・共済事業分野

は商品の均質性が強いため，前年度の保有

残高を土台としてシステム改革を行う必要

がある分野である。これに対して，営農・

生活事業分野は，商品・サービスの多様性

と単年度のみの積み上げ実績で評価される

分野である。このため，後者は都道府県と

全国連の統合が実現された場合でも，分権

的，ネットワーク的運営管理が重要であ

る。

例えば，比較的収益性を上げている県本

部等から収益性が劣る県本部への過度の支

援がなされると，公平さに欠け，組織の統

一に揺らぎをもたらしかねない。

（注６）前掲白石（2006）
（注７）白石正彦（2005）
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第３に，農協トップ役員の経営管理面で

は，前述の農協の組合員組織の改革に加え

て，戦略的構想と計画の創造力，実行力，

危機管理能力の高度化への改革が求められ

ている。

具体的には，農協管内全域枠を設け，女

性・青年の役員登用枠や若干名の組織代表

の役員枠の設定など，定款に関わることで

あるが工夫の余地は大きいし，また，全

国・都道府県連合組織と単位農協を含め，

役職員の人材開発と評価基準を鮮明にした

人事異動・交流と登用が大きな課題である。

第４に，農協連合会の子会社化は，グロ

ーカリズムを重視し，効率性と専門性を発

揮する上で，妥当なケースも多い。しかし，

組合員並びに連合会のコントロールの弱体

化がコンプライアンス等に違反する問題を

引き起こすケースも見られ，財務面のみで

なく組合員志向の運営管理視点からの評価

基準を導入し，厳正な内部監査体制の整備

が課題である。

第５に，農協中央会は，①都道府県中央

会と全国中央会による機能の高度化と効率

化の視点から両者の重複機能の全中への移

管，②政策要求運動を通じて，不公正さの

是正や公益性強化への取り組みを優先すべ

き課題と，農協やその事業連自体が事業改

革で克服すべき優先課題との両者の区別や

政策当局との立場の相違を明示した農協改

革運動の方向付け，③全国連と都道府県の

中央会による監査機構のネットワーク的拡

充，③役職員教育の高度化（とくに新規組

合長など常勤役員の協同組合教育ならびに総
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第１に，2004年３月期決算から，農協法

37条の「部門別損益情報の開示」で「農林

水産省令で定める事業の区分（信用，共済，

農業関連，生活その他，営農指導の各事業，共

通管理費等）ごとの損益の状況を明らかに

した書類を作成し，これを通常総会に提出

しなければならない。」と規定されている。

さらに，営農指導事業は，農業関連，信

用，共済，生活その他の各事業の基盤をな

す事業として位置付けられ，各部門の事業

総利益割合や営農指導貢献度比率などを考

慮して各部門別に配賦できる仕組みが導入

されている。

このような各事業部門損益の情報開示に

よって，農協経営の実情を組合員と組合員

組織メンバー，並びに役職員が経営問題の

情報を共有するだけではなく，支所・支

店・出張所の統廃合の意義と従来の利便性

を維持・発展させるための金融移動バンク

車などの巡回など，組合員・利用者の立場

に立った代替案（改革案）の提示と論議が

活発になされるべきである。

第２に，農協トップ役員の経営管理面で

は，組合員間の水平的結集と農協への組合

員の垂直的結集（縦軸・横軸の両軸への結集）

を図るため，個々の組合員が組織的結集し

ている「組合員組織（中間組織）」の自発性

を重視した協同組織活動の支援方策の改革

が重要である。

４　協同組合らしい農協の

経営力強化の改革方向
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合企画担当の中堅職員の協同組合教育）の支

援ならびに，若い世代の組合員教育，及び

小中学校とも連携した食育・食農教育，ジ

ェンダー視点からの「女性大学」の拡充，

正・准組合員の全体を対象とした組合員講

座や協同組合とは何かの理解を高めるため

の広報活動の支援体制の強化が課題であ

る。現段階は，農協中央会の法制度のあり

方を問題にする以前に，機能の充実に向け

た改革が優先されるべきである。

JA北信州みゆきの前組合長は「今のJA

は組合員の地盤に根を張れなくなってきて

いる。いわば根腐れ現象を起こしてきてい

ます。」
（注８）

という危機意識から，日本で最初

のあぐりスクールを開校して５年になるこ

と，40歳前の女性を対象とした女性大学

（２年制）の開設の結果，女性組合員が

1,300人超，女性総代は100人，女性理事が

４人と農協運動への女性の意志反映を強化

しつつある農協の組織基盤の改革への挑戦

を優秀賞受賞論文で明らかにされている。

福岡県JA糸島での生活指導員や介護・

福祉事業の担当者としての長年にわたる実

践を踏まえて，徳重栄子さんは「人の一生

の中で一番大事なことは“食”なのだと痛

感させられる。そして，この食を担ってい

る農業が主体となっているJAを誇りに思

うのである。JAは経営者，組合員，職員

が一体となって各事業を展開してい

る。･･･農業を中心とする事業や活動は組

合員家庭にとどまらず，地域の人達に安心

感を与えているに違いない」「今の時代に

なって，農業とは，食育となり，地域交流

の場づくりとなり，JAファンづくりの要

になるのである」
（注９）

という農協の使命を鮮明

にして，組合員の結集力と農協の求心力の

強化方策を優秀賞受賞論文で明らかにされ

ている。

協同組合らしい農協づくり，あるいは農

協改革運動は，組合員と役職員が両輪とな

ってコミュニティの衰退を食い止め再生さ

せたいという使命感，あるいは人間の命の

源泉に関わる食農を担う農協への限りない

誇りと使命感に支えられた感性豊かな改革

への取り組み実態を直視して，10年後の展

望を構想すべきではなかろうか。

（注８）石田正人（2006）
（注９）徳重栄子（2006）
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